
○神栖市介護予防・日常生活支援総合事業実施要項 

平成２８年１２月１４日 

神栖市告示第１３５号 

（趣旨） 

第１条 この告示は，介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）及

び介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）に定めるもののほか，介護予

防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業 法第１１５条の４５第１項に規定する介護予

防・日常生活支援総合事業をいう。 

(2) 第１号訪問事業 法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事

業をいう。 

(3) 第１号通所事業 法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事

業をいう。 

(4) 第１号生活支援事業 法第１１５条の４５第１項第１号ハに規定する第１号生

活支援事業をいう。 

(5) 第１号介護予防支援事業 法第１１５条の４５第１項第１号ニに規定する第１

号介護予防支援事業をいう。 

(6) 介護予防・生活支援サービス事業 第１号訪問事業，第１号通所事業，第１号生

活支援事業及び第１号介護予防支援事業をいう。 

(7) 一般介護予防事業 法第１１５条の４５第１項第２号に掲げる事業をいう。 

(8) 指定第１号訪問事業 指定事業者（法第１１５条の４５の３第１項に規定する指

定事業者をいう。次号において同じ。）の当該指定（同項の指定をいう。同号にお

いて同じ。）に係る第１号訪問事業を行う事業所により行われる第１号訪問事業を

いう。 

(9) 指定第１号通所事業 指定事業者の当該指定に係る第１号通所事業を行う事業

所により行われる第１号通所事業をいう。 

(10) 介護予防・生活支援サービス事業対象者 介護保険法施行規則第１４０条の６

２の４第２号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告

示第１９７号）様式第１に定める質問項目（以下「チェックリスト」という。）に

対する回答の結果に基づき，同告示様式第２に掲げる基準のいずれかに該当する者

をいう。 



(11) 第１号事業対象者 法第５３条第１項に規定する居宅要支援被保険者（法第８

条の２第９項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護又は同条第１５項に規定

する介護予防認知症対応型共同生活介護を利用していない者に限る。第１０条第１

項において同じ。）及び介護予防・生活支援サービス事業対象者をいう。 

(12) 一定以上所得者 介護予防・日常生活支援総合事業を利用した日（以下「利用

日」という。）の属する年の前年（利用日の属する月が１月から７月までの場合に

あっては，前々年。アにおいて同じ。）の合計所得金額（地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいう。以下同

じ。）が１６０万円以上の者をいう。ただし，次に掲げる場合のいずれかに該当す

る者を除く。 

ア 介護予防・日常生活支援総合事業を利用した第１号被保険者（法第９条第１号

に規定する第１号被保険者をいう。以下同じ。）及びその属する世帯の他の世帯

員である全ての第１号被保険者について，当該利用日の属する年の前年中の公的

年金等の収入金額（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第３５条第２項第１号

に規定する公的年金等の収入金額をいう。）及び同年の合計所得金額から所得税

法第３５条第２項第１号に掲げる金額を控除して得た金額（その額が零を下回る

場合には，零とする。）の合計額が３４６万円（当該世帯に他の世帯員である第

１号被保険者がいない場合にあっては，２８０万円）に満たない場合 

イ 介護予防・日常生活支援総合事業を利用した第１号被保険者が当該利用日の属

する年度（利用日の属する月が４月から７月までの場合にあっては，前年度）分

の地方税法の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含むものと

し，同法第３２８条の規定によって課する所得税を除く。以下同じ。）を課され

ていない者又は市町村（特別区を含む。以下同じ。）の条例で定めるところによ

り当該市町村民税を免除された者である場合 

ウ 介護予防・日常生活支援総合事業を利用した第１号被保険者が当該利用日にお

いて生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被保護者

である場合 

(13) 第１号事業支給費 法第１１５条の４５の３第２項に規定する第１号事業支給

費をいう。 

（実施主体） 

第３条 介護予防・日常生活支援総合事業の実施主体は，神栖市とする。 

２ 市長は，介護予防・日常生活支援総合事業を適切に実施することができる事業者に

対して，当該介護予防・日常生活支援総合事業の実施を委託することができる。 

（介護予防・日常生活支援総合事業の内容） 



第４条 市長は，介護予防・日常生活支援総合事業として，次に掲げる事業を行う。 

(1) 介護予防・生活支援サービス事業 次の表のとおりとする。 

介護予防・生活支援サービス

事業の種類 

提供するサービスの種類 サービス内容及び利用対象

者 

訪問型サービス事業（第１号

訪問事業） 

神栖市訪問介護相当サービス 別表第１のとおりとする。 

通所型サービス事業（第１号

通所事業） 

神栖市通所介護相当サービス 別表第２のとおりとする。 

神栖市通所型短期集中サービ

ス 

介護予防ケアマネジメント事

業（第１号介護予防支援事業） 

介護予防ケアマネジメント 別表第３のとおりとする。 

(2) 一般介護予防事業 一般介護予防事業については，市長が別に定める。 

（利用の手続き） 

第５条 介護予防・日常生活支援総合事業の利用を希望する第１号事業対象者は，介護

予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書により，市長

に届け出なければならない。 

２ 市長は，第１号事業対象者から前項の規定による届出があったときは，当該第１号

事業対象者に対し，被保険者証を発行するものとする。 

３ 第１項の規定による届出をした第１号事業対象者（以下「届出者」という。）は，

法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センターと前条第１号の表に定め

る介護予防ケアマネジメントに関する契約を締結した後に，介護予防・日常生活支援

総合事業を利用することができるものとする。 

（負担割合証の交付） 

第６条 市長は，届出者に対し，介護保険法施行規則第２８条の２第１項に規定する負

担割合証を，有効期限を定めて交付するものとする。 

２ 介護保険法施行規則第２８条の２第２項及び第４項から第６項までの規定は，前項

の規定により同項の負担割合証を交付された届出者のうち介護予防・生活支援サービ

ス事業対象者であるものについて準用する。 

（費用の負担） 

第７条 介護予防・日常生活支援総合事業を利用した者（以下「利用者」という。）は，

介護予防・生活支援サービス事業を利用した場合には，別表第４に定める額を利用料

として支払うものとする。 

２ 介護予防・生活支援サービス事業の利用に際し，食費，原材料費等の実費が生じた



ときは，当該実費は，利用者の負担とする。 

３ 市長は，第４条第１号の表に定める神栖市通所型短期集中サービスの利用料を利用

者に請求するときは，神栖市財務規則（昭和５８年神栖町規則第１号）に規定する納

入通知書によるものとする。 

（高額介護予防サービス費等相当額の支給） 

第８条 市長は，利用者（指定第１号訪問事業又は指定第１号通所事業を利用した者に

限る。次条第１項において同じ。）に対し，法第６１条第１項に規定する高額介護予

防サービス費及び法第６１条の２第１項に規定する高額医療合算介護予防サービス費

の額に相当する額（以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。）を支給する

ものとする。 

２ 高額介護予防サービス費等相当額の支給については，法第６１条及び法第６１条の

２並びに介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第２９条の２の２及び第２

９条の３の規定を準用する。 

（第１号事業支給費） 

第９条 利用者に係る第１号事業支給費の額は，別表第５及び別表第６に定めるところ

による単位に別表第７に定める１単位の単価を乗じて得た金額に１００分の９０（当

該利用者が一定以上所得者の場合にあっては，１００分の８０）を乗じて得た額とす

る。 

２ 前項の規定により算出した第１号事業支給費の金額に１円未満の端数があるときは，

その端数は切り捨てるものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか，第４条第１号の表に定める神栖市訪問介護相当サービ

ス及び神栖市通所介護相当サービスの費用の算定については，指定介護予防サービス

に要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第１２７号）及び

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留

意事項について（平成１８年３月１７日老計発第０３１７０００号・老振発第０３１

７００１号・老老発第０３１７００１号，厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課

長連名通知）に準ずるものとする。 

（第１号事業支給費の支給限度額） 

第１０条 利用者が法第５３条第１項に規定する居宅要支援被保険者である場合であっ

て，指定第１号訪問事業又は指定第１号通所事業を利用した者であるときにおける当

該利用者に係る第１号事業支給費の支給限度額の算定については，法第５５条第１項

の規定を準用する。 

２ 前項に規定する場合において，当該利用者が法第５２条に規定する予防給付を受け

ているときは，当該第１号事業支給費の支給限度額と当該予防給付に係る支給限度額



との合計額の限度額は，当該第１号事業支給費の支給限度額の額とする。 

３ 利用者が介護予防・生活支援サービス事業対象者である場合であって，当該利用者

が指定第１号訪問事業又は指定第１号通所事業を利用した者であるときにおける当該

利用者に係る第１号事業支給費の支給限度額は，居宅介護サービス費等区分支給限度

基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額（平成１２年厚生省告示第３３

号）第２号イに規定する要支援一の介護予防サービス費等の支給限度額に相当する額

とする。ただし，市長が特に必要があると認めた場合は，この限りではない。 

（受託事業者） 

第１１条 第３条第２項の規定により委託を受けた事業者（以下「受託事業者」という。）

は，介護予防・日常生活支援総合事業のサービスの提供の開始に際し，あらかじめ，

当該介護予防・日常生活支援総合事業の利用を申し込む者又はその家族に対し，その

内容及び費用について説明を行い，その同意を得なければならない。 

２ 受託事業者は，利用者の状況に関する情報について，必要に応じて，法第１１５条

の４６第１項に規定する地域包括支援センターの職員等に提供するものとする。 

（補則） 

第１２条 この告示に定めるもののほか，介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関

し必要な事項は，市長が別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この告示は，平成２９年１月１日から施行する。ただし，第７条の規定中神栖市通

所型短期集中サービスの利用料に係る部分は，平成２９年４月１日以降の利用者から

適用する。 

（準備行為） 

２ 介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な業務は，この告示の施行の日

前においても行うことができる。 

別表第１（第４条関係） 

訪問型サービス事業 

サービスの種類 サービスの内容 利用対象者 

神栖市訪問介護相当

サービス 

指定事業者により実施する旧

介護予防訪問介護に相当する

もの 

市内に住所を有する在宅の第１号

事業対象者のうち，介護予防・生

活支援サービス計画又は介護予防

サービス計画の作成を受けたもの 

注 この表において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めると



ころによる。 

(1) 旧介護予防訪問介護 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する

ための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）第５条の規定

による改正前の法（以下「旧法」という。）第８条の２第２項に規定する介護予

防訪問介護をいう。 

(2) 介護予防・生活支援サービス計画 別表第３に定める介護予防ケアマネジメン

トにより，介護予防・生活支援サービス事業を適切に利用することができるよう

作成する計画をいう。 

(3) 介護予防サービス計画 法第８条の２第１６項に規定する介護予防サービス

計画をいう。 

別表第２（第４条関係） 

通所型サービス事業 

サービスの種類 サービスの内容 利用対象者 

神栖市通所介護相当サ

ービス 

指定事業者により実施する旧介

護予防通所介護に相当するもの 

市内に住所を有する在宅の第１

号事業対象者のうち，介護予

防・生活支援サービス計画又は

介護予防サービス計画の作成を

受けたもの 

神栖市通所型短期集中

サービス 

日常生活に支障のある生活行為

を明らかにし，保健・医療の専

門職等によるADL・IADLの改善を

目指したプログラムを行う。 

注 この表において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 旧介護予防通所介護 旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護を

いう。 

(2) ADL 日常生活を営む上で，普通に行っている行為及び行動をいう。 

(3) IADL 日常生活を送る上で必要な動作のうち，ADLより複雑で高次な動作をい

う。 

(4) 介護予防・生活支援サービス計画 別表第３に定める介護予防ケアマネジメン

トにより，介護予防・生活支援サービス事業を適切に利用することができるよう

作成する計画をいう。 

(5) 介護予防サービス計画 法第８条の２第１６項に規定する介護予防サービス

計画をいう。 

別表第３（第４条関係） 

介護予防ケアマネジメント事業 



サービスの種類 サービスの内容 利用対象者 

介護予防ケアマネ

ジメント 

介護予防及び日常生活の支援を目

的として，利用者の心身の状況，

置かれている環境等の状況に応じ

て，利用者の選択に基づき，適切

な介護予防・日常生活支援総合事

業が包括的かつ効果的に提供され

るよう，必要な援助を行う。 

市内に住所を有する在宅の第１

号事業対象者（法第８条の２第

１項に規定する介護予防サービ

スを利用するため，法第５８条

第１項に規定する指定介護予防

支援を受けている者を除く。） 

別表第４（第７条関係） 

事業の種類 サービスの種類 負担する額（利用料） 

訪問型サービス事

業 

神栖市訪問介護相

当サービス 

別表第５に定める単位に別表第６に定める１単

位の単価を乗じて得た額から，その額に１００分

の９０（一定以上所得者の場合にあっては，１０

０分の８０）を乗じて得た額（その額に１円未満

の端数があるときは，これを切り捨てた額）を控

除した額 

通所型サービス事

業 

神栖市通所介護相

当サービス 

別表第５に定める単位に別表第６に定める１単

位の単価を乗じて得た額から，その額に１００分

の９０（一定以上所得者の場合にあっては，１０

０分の８０）を乗じて得た額（その額に１円未満

の端数があるときは，これを切り捨てた額）を控

除した額 

神栖市通所型短期

集中サービス 

１回１００円 

（送迎利用者は１回２００円とする。） 

介護予防ケアマネ

ジメント事業 

介護予防ケアマネ

ジメント 

無料 

別表第５（第９条関係） 

事業の種類 サービスの種類 単位の算定 

指定第１号訪

問事業 

神栖市訪問介護相

当サービス 

ア 訪問型サービス費Ⅰ １，１６８単位 

（事業対象者・要支援１・２：１月につき週１回程

度の訪問） 

イ 訪問型サービス費Ⅱ ２，３３５単位 

（事業対象者・要支援１・２：１月につき週２回程



度の訪問） 

ウ 訪問型サービス費Ⅲ ３，７０４単位 

（要支援２：１月につき週２回を超える程度の訪

問） 

エ 訪問型サービス費Ⅳ ２６６単位 

（事業対象者・要支援１・２：１回につき１月の中

で全部で４回までのサービスを行った場合） 

オ 訪問型サービス費（短時間サービス） １６５

単位 

（事業対象者・要支援１・２：１回につき主に身体

介護を行う場合，１月につき２２回まで算定可能） 

カ 初回加算 ２００単位（１月につき） 

キ 生活機能向上連携加算 １００単位（１月につ

き） 

ク 介護職員処遇改善加算 

(1) 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）＋所定単位×

８６／１００ 

(2) 介護職員処遇改善加算（Ⅱ）＋所定単位×

４８／１００ 

(3) 介護職員処遇改善加算（Ⅲ）＋(2)の９０／

１００ 

(4) 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）＋(2)の８０／

１００ 

備考 

１ この表において「事業対象者」とは，介護予防・生活支援サービス事業対象者

をいう。別表第６においても，同様とする。 

２ アからオまでについて，介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任

者を配置している場合は，所定単位数に７０／１００を乗じる。 

３ アからオまでについて，事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物利

用者２０人以上にサービスを行う場合は，所定単位数に９０／１００を乗じる。 

４ クについて，所定単位は，アからキまでにより算定した単位数の合計とする。 

５ 介護職員処遇改善加算は，支給限度額管理の対象外の算定項目である。 

別表第６（第９条関係） 



事業の種類 サービスの種類 単位の算定（１月あたり） 

指定第１号通

所事業 

神栖市通所介護相

当サービス 

ア 通所型サービス費Ⅰ １，６４７単位 

（事業対象者・要支援１・２：１月につき週１回程

度の通所） 

イ 通所型サービス費Ⅱ ３，３７７単位 

（要支援２：１月につき週２回程度の通所） 

ウ 生活機能向上グループ活動加算 １００単位

（１月につき） 

エ 運動器機能向上加算 ２２５単位（１月につき） 

オ 栄養改善加算 １５０単位（１月につき） 

カ 口腔機能向上加算 １５０単位（１月につき） 

キ 選択的サービス複数実施加算 

(1) 選択的サービス複数実施加算（Ⅰ） 

①運動器機能向上及び栄養改善 ４８０単位

（１月につき） 

②運動器機能向上及び口腔機能向上 ４８０単

位（１月につき） 

③栄養改善及び口腔機能向上 ４８０単位（１

月につき） 

(2) 選択的サービス複数実施加算（Ⅱ） 

運動器機能向上，栄養改善及び口腔機能向上 

７００単位（１月につき） 

ク 事業所評価加算 １２０単位（１月につき） 

ケ サービス提供体制強化加算 

(1) サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ア 

①事業対象者・要支援１・２ ７２単位 

（１月につき週１回程度の通所） 

②要支援２ １４４単位 

（１月につき週２回程度の通所） 

(2) サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 

①事業対象者・要支援１・２ ４８単位 

（１月につき週１回程度の通所） 

②要支援２ ９６単位 



（１月につき週２回程度の通所） 

(3) サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

①事業対象者・要支援１・２ ２４単位 

（１月につき週１回程度の通所） 

②要支援２ ４８単位 

（１月につき週２回程度の通所） 

コ 介護職員処遇改善加算 

(1) 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）＋所定単位×４

０／１００ 

(2) 介護職員処遇改善加算（Ⅱ）＋所定単位×２

２／１００ 

(3) 介護職員処遇改善加算（Ⅲ）＋(2)の９０／

１００ 

(4) 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）＋(2)の８０／

１００ 

備考 

１ アからイまでについて，利用者の数が利用定員を超える場合は，所定単位数に

７０／１００を乗じる。 

２ アからイまでについて，看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は，所定

単位数に７０／１００を乗じる。 

３ アからイまでについて，若年性認知症利用者受入加算を算定する場合は，所定

単位数に１月につき２４０単位を足す。 

４ アからイまでについて，事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用

する者に通所型サービスを行う場合は，それぞれ以下のとおり減算する。 

ア ３７６単位 

イ ７５２単位 

５ コについて，所定単位は，アからケまでによる算定した単位数の合計とする。 

６ サービス提供体制強化加算及び介護職員処遇改善加算は，支給限度額管理の対

象外の算定項目である。 

別表第７（第９条関係） 

事業の種類 サービスの種類 １単位の単価 

指定第１号訪問事業 神栖市訪問介護相当サービス １０．００円 

指定第１号通所事業 神栖市通所介護相当サービス １０．００円 



 


